
 

最終的に決定した政策等の素案の公表 

七飯町政策意見提出制度（パブリック・コメント制度）の概要（フローチャート） 
 
 
 

政策等の素案作成【所管課】 
 
 
 
 
 

・政策等の案 

政策等の案の公表・意見募集 
公表事項【所管課】 

・策定の趣旨、目的及び経緯など 
・その他必要な書類 

公表【所管課・政策推進課（主管課）】 
・町の広報紙 
・町のホームページ 
・担当課における閲覧 
・その他必要に応じ、報道機関への発表等 

 
 

町民等が意見等を提出 提
出方法（提出期間：原則１ヶ月） 
・電子メール ・ファクシミリ 
・郵便 ・持参提出等 

 
 

政策等の案に反映できる意見等 政策等の案に反映できない意見等 
意見等に基づき案を修正 
【所管課】 

反映できない理由や実施機関の考え 
方の取りまとめ 
【所管課】 

 
 

公表事項【所管課】 
・最終的に決定した案 
・提出された意見等 
・意見等を反映して案を修正した場合は、その修正内容 
・意見等を反映できなかった場合は、その理由 
（意見等を提出した者に対する個別回答は行わない。） 

公表【所管課・政策推進課（主管課）】 
・町の広報紙 
・町のホームページ 
・担当課における閲覧 
・その他必要に応じ、報道機関への発表等 

 
 

政策等の実施【所管課】 
（議会の議決を要するものは議会に提案） 


